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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月24日(2017.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサを有する装置における本人認証方法であって、
　該プロセッサが、利用者が特定の操作を行うときに、前記特定の操作の過程において前
記利用者の動作属性情報を、収集モジュールを使用することにより収集することと、
　該プロセッサが、事前設定された標準情報に従って、前記動作属性情報が前記標準情報
と一致するか否かを判断することと、
　イエスの場合、認証は成功であり、該プロセッサが、前記特定の操作に応じて対応する
処理を実行することと、
　そうでない場合、認証は失敗であり、該プロセッサが、前記特定の操作に応じて前記対
応する処理を実行することを拒否することと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記標準情報を事前設定することは、具体的には、
　該プロセッサが、前記利用者が前記特定の操作を行うたびに、前記特定の操作を行う各
過程において前記動作属性情報をサンプル情報として予め収集することと、
　該プロセッサが、各サンプル情報に従って動作属性値範囲を決定することと、
　該プロセッサが、前記標準情報として前記動作属性値範囲を設定することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該プロセッサが、前記各サンプル情報に従って動作属性値範囲を決定することは、具体
的には、
　該プロセッサが、各サンプル情報に従って各サンプル情報の第一の平均値を決定するこ
とと、
　該プロセッサが、前記第一の平均値より大きいサンプル情報の第二の平均値を決定する
ことと、
　該プロセッサが、前記第一の平均値を超えないサンプル情報の第三の平均値を決定する
ことと、
　該プロセッサが、前記第三の平均値から前記第二の平均値までの数値範囲を前記動作属
性値範囲として決定することと、
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　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　該プロセッサが、前記動作属性情報が前記標準情報と一致するか否かを判断することは
、具体的には、
　該プロセッサが、前記動作属性情報に含まれる属性値が、前記動作属性値範囲内に入る
か否かを判断することと、
　イエスの場合、該プロセッサが、前記動作属性情報は前記標準情報と一致すると判断す
ることと、
　そうでない場合、該プロセッサが、前記動作属性情報は前記標準情報と一致しないと判
断することと、
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記動作属性情報は、加えられた力の情報及び加速度情報の一つ又は複数を含む、請求
項１から請求項４までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　収集モジュールと、判断モジュールと、処理モジュールと、を備える本人認証装置であ
って、
　前記収集モジュールは、利用者が特定の操作を行うときに、前記特定の操作の過程にお
いて前記利用者の動作属性情報を収集するように構成され、
　前記判断モジュールは、事前設定された標準情報に従って、前記動作属性情報が前記標
準情報と一致するか否かを判断するように構成され、
　前記処理モジュールは、前記判断モジュールが、一致があると判断する場合、認証は成
功であり、前記特定の操作に応じて対応する処理を実行し、前記判断モジュールが、一致
がないと判断する場合、認証は失敗であり、前記特定の操作に応じて前記対応する処理を
実行することを拒否するように構成される、装置。
【請求項７】
　前記判断モジュールは、特に、
　前記利用者が前記特定の操作を行うたびに、前記収集モジュールによって予め収集され
た前記特定の操作を行う各過程における前記動作属性情報に従って、サンプル情報を生成
して、各サンプル情報に従って動作属性値範囲を決定して、前記標準情報として前記動作
属性値範囲を設定するように構成される、
　請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記判断モジュールは、特に、
　各サンプル情報に従って各サンプル情報の第一の平均値を決定し、前記第一の平均値よ
り大きいサンプル情報の第二の平均値を決定し、前記第一の平均値を超えないサンプル情
報の第三の平均値を決定し、前記動作属性値範囲として、前記第三の平均値から前記第二
の平均値までの数値範囲を決定するように構成される、
　請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記判断モジュールは、特に、
　前記動作属性情報に含まれる属性値が前記動作属性値範囲内に入るか否かを判断し、イ
エスの場合、前記動作属性情報は前記標準情報と一致すると判断し、そうでない場合、前
記動作属性情報は前記標準情報と一致しないと判断するように構成される、
　請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記動作属性情報は、加えられた力の情報及び加速度情報の一つ又は複数を含む、請求
項６から請求項９までのいずれか一項に記載の装置。
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